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特別警報・暴風警報、避難指示発表時、地震発生時の対応について 

 

日頃は、本市の教育活動にご理解ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、長岡京市における、特別警報・暴風警報・避難指示・地震発生時の学校対応につきまして、下記のとおり

といたしますので、ご理解・ご協力願います。 

  

１ 長岡京市に特別警報・暴風警報が発表されている又は、長岡京市のどこかの地域に避難指示が発表されて 

いる場合 
 

警報の状況 
措置 

特別警報 暴風警報 避難指示 

登

校

前 

午前７時までに解
除された場合 

特別警報が解除されていても、引き続
き７時以降も大雨・洪水・暴風・大雪い
ずれかの警報が出ている場合は 

休校 

平常授業 

午前７時現在も発
表中の場合 

休校 
（特別警報が解除されても、その日は
休校） 

自宅待機 

午前７時以降、午
前１０時までに解
除された場合 

午後１時始業 
（給食はありません。） 

全学年、原則、その日の１、２時間目の 
授業をします。 

午前１０時以降に
解除された場合 

休校 

登校後 

・気象状況、帰宅に要する時間、通学路の状況、家庭の状況などに十分配慮し、帰 
宅させるかどうかを決定します。 
・小学生を帰宅させる場合は、安全カードに基づく措置をします。 
・在校中に警報(暴風・大雨・雷・土砂災害等)が発令された場合、児童・生徒の安 
全を確保するため、状況に応じ早めに下校させる、下校を遅らせる等の対応を気 
象その他の状況より適宜判断します。 
（臨時措置をする場合は、学校からの緊急メール又は電話にて連絡します） 

その他 

・臨時休校中は、状況に応じて自宅待機又は避難場所に移動等、適切に対応をお 
願いします。 
・また、警報が解除されても、河川その他危険なところへは近づかないようご指導く 
ださい。 

 

２ 長岡京市で震度５弱以上の地震が観測された場合 

内容 登校前 登校時 在校時 

長岡京市で 

震度５弱以上 

下校後、深夜０時までに発
生した場合は翌日を 

休校 安全な場所へ一時
避難し、揺れが収ま
った後、学校若しく
は自宅へ移動 

「登校中に地震が発生し学校に登校した
場合」、「在校中に発生した場合」、「下校
中に地震が発生し、学校へ戻ってきた場
合」について、原則として次のように対応 
 
小学生は保護者への児童の引き渡しに
よる下校（中学生以上の兄姉でも可） 
中学生は方面別集団下校 

深夜０時以降、登校までに
発生した場合は当日を 

休校 
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PM2.5（微小粒子状物質）の学校対応について 

 

  陽春の候 保護者の皆様には、ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃は、本市並びに本校教育にご理解ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、標記の件について、最近の微小粒子状物質(PM2.5)濃度の上昇を受け、健康への影

響が懸念されていることから、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会

合」において、「最近の微小粒子状物質（PM2.5）による大気汚染への対応」の報告書が取りま

とめられ、PM2.5濃度が上昇した場合における注意喚起等の指針等が設定されました。 

つきましては、注意喚起の発令があった場合、学校では下記の対応を取りますので、御理解と

御協力をお願いします。 

 

記 

 

1. 注意喚起の発令があった場合 

【学校の対応】 

(１) 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控えます。特に配慮を要する児童生

徒については室内で待機させます。 

(２) 登下校時には、寄り道等をしないように指導します。 

(３) 被害が発生した時は、学校で対応するとともに保護者へ連絡します。 

 

2. その他 

長岡京市の注意喚起発令時の周知方法 

① 広報車により市内巡回広報により周知。（午後 1時頃の発令時のみ） 

※光化学スモッグ発令時の霧笛と混同をされる恐れがあるのでこの時間帯に霧笛は使用し

ない。 

② 霧笛による周知（午前 8時頃の発令時のみ） 

※広報車による市内巡回広報はしない。 

③ 公共施設等への掲示による周知  

公共施設等で「注意喚起中」の掲示を行う。 

④ ホームページに掲載 


